
病児・病後児保育事業委託（西部）事業者選定評価基準表

優れている
やや優れて
いる

普通 やや劣る 劣る

1 5 5 4 3 2 1

2 5 5 4 3 2 1

3 15 15 12 9 6 3

4 10 10 8 6 4 2

5 15 15 12 9 6 3

6 10 10 8 6 4 2

7 15 15 12 9 6 3

8 15 15 12 9 6 3

9 10 10 8 6 4 2

10 10 10 8 6 4 2

11 5 5 4 3 2 1

12 10 10 8 6 4 2

13 財務状況について 5 5 4 3 2 1

130 130 104 78 52 26

配点又は加点

1 15

2 5

3 5

4 事務所所在地について 5

5 運営実績について 5

6 見積額について 5

40

170評価点合計((A)+(B))

八千代市内に主たる事務所を有する

病児又は病後児保育事業の運営実績がある

（参加者内での最低提案見積金額/提案見積金額）×5

児童の静養又は隔離の機能を有する観察室又は安静室が ３ 室以上ある

評価委員採点(基礎点)合計(A)

評価項目 評価の視点

加
算
点

実施施設について

病院併設型である

基
礎
点

全体計画

応募理由が明確であり，事業に対する意欲や熱意はあるか

加算点合計(B)

児童虐待対応等における関係機関との連携について整理されているか
(早期発見のための対策，発見後の報告フローの整理)

地域や保護者との信頼関係の構築や利用しやすさへの取り組みについて方針や計画があるか

個人情報の保護について適切な管理体制やルールが整備されているか

総合的にみて事業を安定的に運営できる経営基盤・経営能力があるか

調理室及び調乳室が病児・病後保育専用である

事故防止や不審者対策，災害に備えての体制作り，職員の児童虐待防止対策がなされているか
(避難訓練，防災マニュアルの作成，職員研修)

実施体制について

評価項目 評価の視点 配点

評価

事業の趣旨を十分に理解した提案・事業計画となっているか

業務全般

実施予定地は事業を実施する上で適格(利便性など)であるか

保育及び看護方針が適切であるか

預かり児童の健康管理が適切であるか

衛生管理や感染症対策に関する取り組みが講じられているか

医療機関等との連携体制が構築されているか

事業を確実に運営できる人員配置となっているか
(職員の急な体調不良等，緊急時にも対応可能な体制作り，職員の離職対策や研修等)


